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◎
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新

旧

対

照

条

文

○
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
四
十
六
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚

生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
別
表
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第
１
の
１

生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
別
表
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
１
の
１
の

の
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
注

、
同
表
の
第
２
の
１
の
重
度
訪
問
介
護
サ
ー
ビ

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
注

、
同
表
の
第
２
の
１
の
重
度
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス

10

10

ス
費
の
注
７
、
同
表
の
第
２
の
２
の
移
動
介
護
加
算
の
注
２
、
同
表
の
第
３
の
１

費
の
注
７
、
同
表
の
第
２
の
２
の
移
動
介
護
加
算
の
注
２
及
び
同
表
第
３
の
１
の

の
同
行
援
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
５
及
び
同
表
の
第
４
の
１
の
行
動
援
護
サ
ー
ビ
ス

行
動
援
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
４
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
は
、
二
人
の
従

費
の
注
４
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
は
、
二
人
の
従
業
者
に
よ
り
居
宅
介

業
者
に
よ
り
居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
又
は
行
動
援
護
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て

護
、
重
度
訪
問
介
護
、
同
行
援
護
又
は
行
動
援
護
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
利
用
者

利
用
者
の
同
意
を
得
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
一
か
ら
三
ま
で
の
い
ず
れ
か

の
同
意
を
得
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
一
か
ら
三
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

す
る
場
合
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）


